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≪略語≫ 

法  ：火 薬 類 取 締 法（昭和２５年 法律第１４９号） 

令  ：火 薬 類 取 締 法 施 行 令（昭和２５年 政令第３２３号） 

省令 ：火 薬 類 取 締 法 施 行 規 則（昭和２５年 通商産業省令第８８号） 

市規則：千葉市火薬類取締法施行細則（平成２９年 千葉市規則第２４号） 

解説 ：火 薬 類 取 締 法 の 解 説（日本火薬工業会資料編集部発行） 



１-1 

第１ 申請書等の提出先 

 

千葉市内における火薬類の取扱い等に関わる各種申請書等は、千葉市消防局予防部指導

課保安係に提出してください。 

なお、千葉市を除く千葉県内の場合は、千葉県防災危機管理部産業保安課となります。 

 

【千葉市内】 

 千葉市消防局予防部指導課保安係 

 千葉市中央区長州１－２－１ セーフティちば４階 

 電 話：０４３（２０２）１６７２ 

 ＦＡＸ：０４３（２０２）１６７９ 

 メール：shidoho@city.chiba.lg.jp 

  

【千葉市を除く千葉県内】 

千葉県防災危機管理部産業保安課管理調整班（火薬担当） 

千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁中庁舎７階 

電 話：０４３（２２３）２７２２ 

ＦＡＸ：０４３（２２７）３５４８ 

 

 

 

最寄駅 

●モノレール県庁前駅（徒歩１分） 

●ＪＲ本千葉駅（徒歩３分） 

●京成千葉中央駅（徒歩８分） 

●ＪＲ千葉駅（徒歩１５分） 
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第２ 手続きに関する注意事項 

 

１ 申請・手続きに係る標準処理期間 

   千葉市における標準処理期間は下記のとおりです。 

ただし、当該申請を千葉県公安委員会に意見照会する場合は、この限りではありま

せんので、期間に余裕をもって申請してください。 

なお、各種申請・届出書類の必要部数は原則２部ですが、煙火の消費許可申請（花

火大会）等、申請内容によっては必要部数が異なりますので、事前にご相談ください。  

各種申請・届出書類が建築基準法等の他法令に抵触する場合は、申請者に対し担当

部局に確認を依頼することがあります。※1 

 

申請区分 標準処理期間 備考 

製造営業の許可 ２０日間 変更許可を含む 

販売営業の許可 ２０日間  

火薬庫設置・移転 １５日間 変更許可を含む 

火薬庫外火薬類の貯蔵指示 １５日間  

火薬庫所有等義務免除 １０日間  

完成検査 １５日間 製造施設・火薬庫 

譲渡又は譲受許可  ７日間 再交付を含む 

輸入の許可  ７日間  

消費の許可 １０日間  

廃棄の許可  ７日間  

保安検査 １５日間 製造施設・火薬庫 

保安教育計画の認可 ２０日間 消費者・変更の認可含む 

危害予防規程の認可 ２０日間 変更認可を含む 

処理期間は、申請日の翌日から起算し、許可証等交付日までで算定します。 

 なお、次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しません。 

（１）千葉市の休日を定める条例（平成元年３月２２日 条例第１号）第１条に定

める休日の日数 

（２）申請の不備その他の理由による補正及び審査のために必要な書類等の追加の

ために要する日数 

（３）検査を伴う申請については、申請日の翌日から検査日までの日数 

 

※1 令和3年度（令和4年1月24日） 管内産業保安担当者会議・火薬類分科会 参照 
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２ 手数料 

申請手数料は下記の表のとおりです。申請時に現金での納付をお願いします。（千

葉県の収入証紙は使用できません。） 

なお、煙火以外の火薬類の消費許可申請については手数料の納付は必要ありません。 

 

内容 手数料（円） 

製造許可 220,000 

販売営業許可 競技用紙雷管のみ 

上記以外 

25,000 

110,000 

火薬庫 設置・移転許可 

構造・設備変更許可 

73,000 

8,300 

完成検査 製造設備、火薬庫設置・移転 

火薬庫の構造・設備の変更 

41,000 

23,000 

譲渡許可 1,200 

譲受許可 火工品のみ 

火薬類（火工品除く）２５㎏以下※２ 

その他 

2,400 

3,500 

6,900 

輸入許可 火薬・爆薬２５kg以下※２ 

その他 

12,000 

25,000 

煙火消費許可 7,900 

保安検査 41,000 

※２ 下記に該当する場合に限る。（昭和５３年４月２６日「火薬類取締法令の改正について」５３立局第２４２号 参照） 

 （１）譲受許可 

   ア 火薬のみの譲受けであって、その譲受け数量が２５ｋｇ以下の場合 

  イ 爆薬のみの譲受けであって、その譲受け数量が２５ｋｇ以下の場合 

  ウ 火薬及び爆薬の譲受け数量の合計が２５ｋｇ以下の場合 

  エ アからウのいずれかに該当し、併せて火工品も譲り受ける場合（火工品  

   の中に含まれる火薬又は爆薬の薬量は計算に含めません。） 

    （２）輸入許可 

       火工品を輸入する場合は、火工品中の火薬・爆薬量を算入します。 
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第３ 許可に係る各種手続き 

 

１ 譲渡・譲受の許可申請（法17条） 

火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、市長の許可が必要です。 

ただし、法１７条１項各号及び法５１条２項、３項若しくは４項に該当する場合

は、この限りではありません。 

また、譲り渡し又は譲り受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者

以外の者である場合、許可に際して千葉県公安委員会に意見照会する必要があります

ので、譲渡・譲受予定日の２週間前までに提出してください。 

（１）申請書類 

  ア 譲渡 

    譲渡許可申請は、申請者の住所地（法人の場合はその主たる事務所の所在地）

を管轄する行政機関が窓口となります。 

   （ア）譲渡許可申請書（省令様式第９） 

（イ）火薬類の種類・製品名及び数量（火工品に含まれる火薬類の種類及び重量）

が記載された書類 

   （ウ）譲り受ける者が受けている火薬類取締法関係の許可証（製造・販売・譲受）

の写し 

   イ 譲受 

     譲受許可申請は、譲り受ける火薬類の消費地を管轄する行政機関が窓口となり

ます。（消費地が複数の場合や特定できない場合は下記（３）注意事項参照） 

（ア）火薬類譲受許可申請書（省令様式第１０） 

（イ）火薬類の種類・製品名及び数量（火工品に含まれる火薬類の種類及び重量）

が記載された書類 

（ウ）取扱計画書 

（エ）火薬庫設置等許可証又は火薬庫外火薬類貯蔵所指示書の写し 

（オ）銃砲所持許可証の写し及び建設用びょう打ち銃用空砲取扱従事者手帳の写し

（建設用びょう打ち銃用空包の場合のみ。） 

（カ）譲り渡す者が受けている火薬類取締法上の許可証の写し 

ウ 譲受・消費（省令９０条の２） 

  火薬類の譲受と消費は別の行為ですが、許可を受けないで消費することのでき

る火薬類の用途及び数量（省令４９条 無許可消費数量）に該当せず、かつ、譲

り受けた火薬類の主たる消費地が千葉市内の場合、一括で許可申請が可能です。 

（ア）火薬類譲受・消費許可申請書（省令様式第５０） 

   （イ）火薬類の種類・製品名及び数量（火工品に含まれる火薬類の種類及び重量）

が記載された書類 

   （ウ）火薬類消費計画書（市規則様式第１９号） 

（エ）火薬庫設置等許可証又は火薬庫外火薬類貯蔵所指示書の写し 
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（オ）銃砲所持許可証の写し及び建設用びょう打ち銃用空砲取扱従事者手帳の写し

（建設用びょう打ち銃用空包の場合のみ。） 

（カ）譲り渡す者が受けている火薬類取締法上の許可証の写し 

（２）許可証の有効期間等（法１７条６項） 

 譲渡・譲受許可証の有効期間は譲渡・譲受期間（最長１年間）とし、市長が当該

譲渡・譲受に必要と認めた期間を指定すべきとしており、譲渡は特別な事情のない

限り１０日以内、譲受は下記のとおりとしてください。 

種類 譲受期間 

建設用びょう打ち銃用空包 １年以内 

産業用 

火薬 

火薬庫を所有又は占有するもの １年以内 

庫外貯蔵所を所有又は占有するもの ６か月以内 

他人所有の火薬庫等に保管を依頼するもの ３か月以内 

（３）注意事項 

   ア 譲渡目的が法５条の販売事業又は継続的反復的な販売行為に該当する場合、火

薬類を譲渡することはできず、販売の許可が必要となります。（解説：法５条） 

イ 譲り受ける火薬類の消費地が複数の場合や、特定できない場合は譲受許可申請

の窓口は下記のとおりとなります。 

（ア）消費地が２以上の市（都道府県）にわたる場合は、その主たる消費地を管轄

する行政機関 

（イ）消費目的が狩猟のように消費地が定まっていない場合、又は捕鯨のように管

轄する行政機関がない場合は申請者の住所地を管轄する行政機関 

ウ 譲り受けた火薬類は申請時の目的以外の用途には使用できず、譲受許可証の内

容に変更が生じた場合は以下の対応が必要となります。（解説：法１７条７項） 

（ア）譲受許可証に記載されている申請者の住所、氏名・名称、職業に変更が生じ

た場合は譲受許可証の書換の申請（省令３８条の２） 

（イ）用途・場所に変更が生じた場合は残火薬の措置（下記オ参照）を行い、再度

譲受許可申請 

エ 譲渡・譲受を終了し、又は譲渡・譲受許可証の有効期間が満了したときは、当

該許可証を市長に返納しなければなりません。（令２条） 

なお、譲り受けた火薬類は譲受許可証の有効期間満了後も申請時の消費目的が

完了するまでの間、所持することができます。（法２１条３号） 

オ 譲受許可申請時の消費目的が完了又は消費が不要となったときに譲り受けた火

薬類が残っている場合は、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければ

なりません。（法２２条） 

   カ 一括譲受（建設用びょう打ち銃用空包を複数の工事現場等で消費できるよう譲

り受けること）の許可申請の場合は、次のとおりとしてください。 

（ア）申請数量が３，０００個以下であること。ただし、保安講習受講者について

は１０，０００個以下であること。 
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（イ）譲受及び消費期間が１年以内であること。 

（ウ）消費の目的及び方法がほとんど同一であること。 

キ 拳銃等又は猟銃に使用される実包及び空包等を譲渡・譲受する（譲渡・譲受目 

的が廃棄の場合を除く。）場合は、千葉県公安委員会が窓口となります。 

（第６ 補足（６－１頁）参照） 
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様式第９（第３５条関係） 

 × 整理番号  

× 審査結果  

× 受 理 日    年  月  日 

× 許可番号  

 

火薬類譲渡許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿 

 

               千葉市●●区●●町●●    

株式会社●●●●       

（代表者）代表取締役 ●● ●●    

名 称 株式会社●●●● 

事 務 所 所 在 地 （ 電 話 ）      
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職 業 製造業 

( 代 表 者 ) 住 所 氏 名 ( 年 齢 ) 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●●（●●歳） 

火 薬 類 の 種 類 及 び 数 量 
電気雷管（アクチュエーター）６個 

その他の火工品（インジケーターヒューズ）４個 

譲 渡 目 的 旧品の返納 

譲渡期間 (1年を超えないこと｡) 
 自  ●●年●月●日 

 至  ●●年●月●日 

譲 渡 火 薬 類 の 所 在 場 所 千葉市●●区●●町●● 

譲渡の相手方 
住     所 千葉市●●区●●町●● 

氏     名 株式会社●●●● 

 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ ×印の欄は、記載しないこと。  
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様式第１０（第３６条関係） 

 × 整 理 番 号  

× 審 査 結 果  

× 受 理 日     年  月  日 

× 許 可 番 号   

 

火薬類譲受許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿                                         

 

千葉市●●区●●町●● 

●●建設株式会社 

                    （代表者）代表取締役 ●● ●●    

名 称 ●●建設株式会社 ●●事務所 

事 務 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職 業 建設業 

( 代 表 者 ) 住 所 氏 名 ( 年 齢 ) 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●●（●●歳） 

火 薬 類 の 種 類 及 び 数 量 建設用びょう打ち銃用空包 ３，０００個 

譲 受 目 的 建築・建設工事用 

譲受期間(1年を超えないこと｡) 
 自 平成２９年４月１５日 

 至 平成３０年４月１４日 

貯 蔵 又 は 保 管 場 所 

事務所内の安全な箇所に堅固な錠を付けた容器に収納する。

（２，０００個以下とする。ただし、空包１個の装薬量が０．

４ｇ以下の場合は４，０００個以下とする。） 

消費に関 

 

する事項 

目   的 建築・建設工事用 

日時(期間) 
 自 平成２９年４月１５日 

 至 平成３０年４月１４日 

場   所 千葉市内の工事現場 

 

  備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

     ２ ×印の欄は、記載しないこと。  
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取扱計画書≪記載例≫ 

 

建設用びょう打ち銃用空包の取扱について次のとおり実施します。 

１ 同一消費地における消費量は1日につき２００個（ただし、その原料をなす火薬又は

爆薬が０．４ｇ以下のものにあっては、４００個）以下とする。 

２ 空包の貯蔵については、施錠できる容器に収納し、火炎及び盗難防止に留意するとと

もに２，０００個（ただし、その原料をなす火薬又は爆薬０．４ｇ以下のものにあって

は2個を1個と換算する。）以下を貯蔵する。 

３ 申請区域内で消費する。 

４ 帳簿を備え、購入又は消費の都度年月日数量を記載し、空包の出納を明確にする。 

５ 譲受許可証の期間満了又は工事終了等により空包に残量がある場合は、すみやかに譲

渡許可を受けて火薬商に返品する。 

６ 消費に際して、消費場所付近に多数の人が集合し又は通行している場合は消費を中止

するほか、消費場所には関係者以外の立入を禁止する。 

７ その他火薬類取締法令に違反しないよう注意し、危害予防に努める。 

８ 建設用びょう打銃所持許可証 

 

公安委員会 許可番号 交付年月日 銃型式番号 氏  名 

千葉県 第●●号  ●●年●●月●日 
●●低速式 

●●●（型式） 
●● ●● 

     

     

     

 

９ 火薬類取扱従事者 

住  所 氏  名 年  齢 経 験  

千葉市●●区●● ●● ●● ●●歳 ●年 
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様式第５０（規則第９０条の２関係） 

 × 整 理 番 号   

× 審 査 結 果  

× 受 理 日     年  月  日 

× 許 可 番 号  

 

火薬類譲受・消費許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 千 葉 市 長 殿 

 

 

千葉市●●区●●町●● 

                    （代表者）      ●● ●●    

名             称 ●●●● 

事 務 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職             業 ●●● 

(代表者) 
          住 所  氏 名 
(年 令) 

千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

●● ●●（●●歳） 

火 薬 類 の 種 類 及 び 数 量 電気雷管６個、導爆線６０ｍ、油井用火工品９０個 

目             的 坑井内鉄管穿孔作業のため 

譲    受   期    間 

( 1 年 を 超 え な い こ と ｡ ) 

 自 平成●●年●月●日 

 至 平成●●年●月●日 

貯 蔵 又 は 保 管 場 所 千葉市●●区●●町●● 地上式１級火薬庫 

消費 

に関 

する 

事項 

場        所 千葉市●●区●●町●●  

日 時 ( 期 間 ) 
自  ●●年●月●日 

 至  ●●年●月●日 

危 険 予 防 の 方 法 
火薬類取締法令の規定を遵守するほか、別紙の消費計画のと

おり。 
 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ×印の欄は、記載しないこと。  
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様式第１９号 

 

火 薬 類 消 費 計 画 書≪記載例≫ 

１ 取扱所の構造等の概要 

●●の所有地であり、テント式（ビニール製）の構造とする。 

 周囲１ｍにロープで柵を作る。 

 入口付近、火工所、火気厳禁、立入禁止の札を設置する。 

２ １回の発破に使用する最大薬量及び消費量算出 

種類 １回の使用量×回数×日数＝全使用量 

（電気雷管1.39g＋導爆線170g＋油井用火工品201g）×２回×３日＝2234.34g 

 

 

３ 消費の作業に従事する者 

住  所 氏  名 年齢 資 格 作業内容 

千葉市●●町 ●● ●● ●歳 甲種（千葉県●●） 発破 

千葉市●●町 ●● ●● ●歳 甲種（千葉県●●） 運搬・見張 

     

     

     

４ 消費順序の大要 

①運搬箱を使用し、火工品の種類別に運搬する。 

②別添のとおり装薬する。 

③発破器を用いて発破する。 

５ 

消費場所位置図 別添参照 

６ 

消費場所見取図 別添参照 

７ 

消費場所の土地権利者の承諾書の写し 所有地のため不要 

８ 消費が付近に影響を及ぼすおそれのある場

合はその承諾書 
別添参照 

９ 保安責任者等選任解任届を同時に提出のこ

と 
別添参照 
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２－１ 消費の許可申請（煙火消費以外）（法２５条） 

火薬類を消費する場合は、市長の許可が必要です。 

（１）申請書類 

   ア 火薬類消費許可申請書（省令様式第２９号） 

   イ 火薬類の種類・製品名及び数量（火工品に含まれる火薬類の種類及び重量）が 

    記載された書類 

   ウ 危険予防の方法・消費の技術上の基準（省令5０条）の遵守方法 

エ 火薬類消費計画書（市規則様式第１９号） 

オ 消費場所付近の詳細図 

カ 消費場所の土地権利者の承諾書（申請者が土地を所有している場合を除く。） 

 （承諾書の記載例は３－１２頁参照） 

キ 関係機関の承諾書の写し 

ク その他（参考資料） 

※消費基準の遵守方法について、該当する消費の技術上の基準（省令５０条）ごと

に別途その他（参考資料）を提出していただく場合がありますので、予め申請内容

についてご相談していただくことが望ましいです。 

 （２）許可が必要となる行為の例と留意事項 

ア 模型ロケット飛行 

     模型ロケットに用いられる噴射推進器（紙製の推進薬筒に限る。）であって、

黒色火薬で火薬量２０ｇ以下のものは、がん具煙火として取り扱い、消費に関し

て本来市長の許可は必要ありません。ただし、上記以外の場合は、火薬として取

り扱うため火薬類消費許可が必要となります。※１ 

イ 建設用びょう打ち銃用空包 

  建設用びょう打ち銃用空包の消費については、別途銃砲所持許可証の写し及び

建設用びょう打ち銃用空砲取扱従事者手帳の写しを提出してください。 

（３）適用除外※２ 

    ＭＧＧ（マイクロガスジェネレーター）が自動車用エアバッグに用いられる場

合、又はドローン飛行時のパラシュート開傘用として使用される場合等は、法の

適用を受けない火工品として定められ、消費に関して許可が不要となります。 

    （第 6 補足（６－２頁）参照） 
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２－２ 消費の許可申請（煙火消費）（法２５条） 

煙火の消費に係る申請については「煙火消費許可申請の手引き」を参照してくださ

い。特殊な打揚方法については詳細な注意事項（例：斜め打ちの場合、申請者はその

方向を消費場所の見取り図又は消費場所付近の詳細図に記載するほか、打揚筒の設置

方法、打揚角度、開発の仕方、飛散範囲及び煙火玉が不点火等によって落下した場合

の落下予想到着地点等についての書類を作成すること。打ち出しの際の衝撃により当

該打揚筒等の方向が変化しないように確実に固定することとし、観客席に向けた斜め

打ちは行わない計画とすること。）がありますので、御確認をお願いします。 
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様式第２９（法４８条関係） 

 × 整理番号   

× 審査結果  

× 受理日     年  月  日 

× 許可番号  

 

火薬類消費許可申請書≪記載例≫ 

 

 ●●年●月●日  

千 葉 市 長 殿 

 

 

千葉市●●区●●町●● 

                       （代表者）      ●● ●●    

 ●●●● 

事務所所在地(電話) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職             業 ●●● 

(代表者) 

          住 所  氏 名 

(年 令) 

千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

●● ●●（●●歳） 

火薬類の種類及び数量 黒色火薬（模型ロケット用噴射推進器）●●グラム 

目             的 模型ロケットの打上実験 

譲    受   期    間 

(1年を超えないこと｡) 

 自 平成●●年●月●日 

 至 平成●●年●月●日 

貯蔵又は保管場所 千葉市●●区●●町●● ●●宅 

消費 

に関 

する 

事項 

場        所 千葉市●●区●●町●● ●●グラウンド 

日時(期間) ●●年●月●日 

危険予防の方法 
火薬類取締法施行規則第５６条の３の２の基準及び日本モデル

ロケット協会自主消費基準を遵守する。 

 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ ×印の欄は、記載しないこと。 
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        承   諾   書  ≪記載例≫ 

           
                       年  月  日 

  

 

 （申請者名）  様  

  

                    

                       住 所 

                            （土地所有者） 

氏 名               

  

 下記の場所にて              を○○することを承諾します。 

 

 

記 
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３ 廃棄の許可申請（法２７条） 

火薬類を廃棄する場合は、市長の許可が必要です。 

販売業者等が営業を廃止した場合又は火薬類の譲受の許可を受けた者がその火薬類

を消費しなくなった場合等において、火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬

類を譲り渡し、又は廃棄しなければなりません。（法２２条） 

 （１）申請書類 

ア 火薬類廃棄許可申請書（省令様式第３０） 

イ 廃棄従業者名簿（市規則様式第２３号） 

ウ 廃棄場所を示す図面（案内図・見取図） 

エ 廃棄従業者の指揮者の保安取扱者免状の写し 

オ 廃棄場所の土地所有者の承諾書（申請者が土地を所有している場合を除く。） 

（承諾書の記載例は３－１２頁を参照） 

（２）廃棄期間（日時） 

廃棄期間は特別な事情のない限り１０日以内としてください。 

 （３）注意事項 

   ア 廃棄の方法について、技術上の基準（省令 67 条）に適合する方法により廃棄

する必要があります。 

イ 廃棄業者へ依頼し廃棄する場合、火薬類の種類によって手続きが異なります。

（第３・１ 譲渡・譲受の許可申請（３－１頁）及び第６ 補足（６－１頁）を

参照） 
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様式第３０（第６５条関係） 

 × 整理番号  

× 審査結果  

× 受 理 日     年  月  日 

× 許可番号  

 

火薬類廃棄許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿 

  

               千葉市●●区●●町●●    

株式会社●●●●       

（代表者）代表取締役 ●● ●●    

名         称 株式会社●●●● 

事 務 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職         業 船舶用品販売業 

(代表者)住所氏名(年齢) 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●●（●●歳） 

火薬類の種類および数量 ロープ発射用ロケット４本（火薬類の詳細は別紙） 

廃 棄 す る 理 由 有効期限切れによる廃棄 

方         法 別紙 廃棄作業手順書による 

場         所 千葉市●●区●●町●● 

日         時 
 自 平成２９年４月１５日 

 至 平成３０年４月１４日 

廃棄を指揮する者の氏名 ●● ●● 

危 険 予 防 の 方 法 火薬類取締法施行規則第６７条に基づき実施する 
 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ ×印の欄は、記載しないこと。  
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別紙 

１ 廃棄する火薬類の種類及び数量（詳細） 

  火薬量：１２２．５ｇ／本 

火薬類の種類（成分） 火薬量 

着火薬 黒色小粒火薬 ２．５ｇ 

コンポジット推進薬 
過塩素酸アンモニウム８０％ 

樹脂（ポリブタジエン）２０％ 
１２０ｇ 

 総火薬量：１２２．５ｇ × ４本 ＝ ４９０ｇ 

 

２ 廃棄計画書 

（１）警戒員を配置する。 

（２）廃棄焼却場への関係者以外の立入を禁止する。 

（３）廃棄火薬類を廃棄焼却場に運ぶ。 

（４）指揮者が実施者に準備作業の開始を指示する。 

（５）実施者が準備作業を行う。 

      

様式第２３号 

 

廃 棄 従 業 者 名 簿≪記載例≫ 

名  称 株式会社●●●● 

事務所の所在地 

（電話番号） 

東京都●●区●－●－● 

電話０３－●●●●－●●●● 

（代表者） 住所 

氏名 

年齢 

東京都●●区●－●－● 

代表取締役 ●● ●● 

●●歳 

廃棄場所 

（電話番号） 

千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

住  所 氏  名 年齢 資  格 作業内容 

市原市●●町 ●● ●● ●●歳 甲種 取扱 指揮者 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・・ 警戒員 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・・ 実施者 
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４ 保安検査の申請（法３５条） 

製造業者又は火薬庫を所有若しくは占有している場合、その火薬庫について定期的

（１年又は３年毎）に市長が行う保安検査を受けなければなりません。 

ただし、火薬庫を使用せず休止しており、その旨を届け出ている場合を除きま

す。その場合は、特定施設（火薬庫）使用休止届（市規則様式第４２号）を提出し

てください。 

なお、休止施設を再開する場合は保安検査が必要となります。（省令４４条の２ 

２項） 

 

申請書類 

保安検査申請書（省令様式第１８） 
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様式第１８（第４４条の２、第４４条の３関係） 

× 整 理 番 号   

× 受 理 日     年  月  日 

 

保安検査申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿 

 

               千葉市●●区●●町●●    

●●銃砲店          

（代表者）   店長 ●● ●●    

名          称 ●●銃砲店 

事 務 所 所 在 地 （ 電 話 ） 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

製造所又は火薬庫の所在 

地（電話） 

千葉市●●区●●町●● 地上式１級火薬庫５棟 

０４３－●●●－●●●● 

完成検査証の交付年月日 ●●年●月●日（●●第●●号） 

前 回 の 保 安 検 査 に 係 る 

保安検査証の交付年月日 
●●年●月●日 

 

 備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

         ２ ×印の欄は、記載しないこと。 

      ３ （ ）内は該当する一機関名を記載すればよい。  
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５ 火薬庫設置及び変更の許可申請（法１２条） 

火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする場合は、市

長の許可が必要です。 

なお、許可申請書等記載事項変更報告書（５－１頁）、貯蔵火薬類等変更届（５－

３頁）及び火薬庫軽微変更届（５－５頁）に該当するものを除きます。 

（１）火薬庫の種類 

  ア 一級火薬庫（省令２４条～２５条の２） 

  イ 二級火薬庫（省令２６条） 

  ウ 三級火薬庫（省令２７条） 

  エ 水蓄火薬庫（省令２７条の２～２７条の３） 

  オ 実包火薬庫（省令２７条の４） 

  カ 煙火火薬庫（省令２８条） 

  キ がん具煙火貯蔵庫（省令２９条） 

  ク 導火線庫（省令２９条） 

（２）申請書類 

ア 火薬庫設置等許可申請書（省令様式第７） 

イ 火薬庫工事設計明細書 

ウ 設置場所の土地所有者の承諾書（申請者が土地を所有している場合を除く。）  

（承諾書の記載例は３－１２頁を参照） 

エ 火薬庫の位置図（用途地域確認を含む。）、見取図、構造図、配置図及び警鳴装置

等の明細（火薬類の盗難防止設備については、ＪＩＳＫ４８３２：２０１８火薬類の

盗難防止設備の要求事項を準拠すること） 

オ 変更の内容の分かる書類等 

カ 火薬庫設置許可審査表（担当まで御連絡ください。） 

キ 申請者の身分等を証明する書類 

（ア）法人の場合 

ａ 登記簿謄本 

ｂ 定款の写し 

ｃ 代表者印の印鑑証明書 

ｄ 代表者の身分証明書 

ｅ 代表者の履歴書 

ｆ 誓約書（代表者及び役員が欠格事由に該当しない旨の代表者による誓約書） 

（イ）個人の場合 

ａ 住民票 

ｂ 印鑑登録証明書 

ｃ 身分証明書 

ｄ 履歴書 

ｅ 誓約書 
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様式第７（第１３条関係） 

× 整理番号    

× 審査結果   

× 受 理 日     年  月  日 

× 許可番号    

 

火薬庫設置等許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿  

 

               千葉市●●区●●町●●    

株式会社●●●●       

（代表者）代表取締役 ●● ●●    

名         称 株式会社●●●● 

事 務 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職           業 船舶用販売業 

( 代 表 者 )  住 所 氏 名 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●● 

火 薬 庫 所 在 地 ( 電 話 ) 千葉市●●区●●町●● 

火 薬 庫 の 種 類 及 び 棟 数 地上式３級火薬庫 １棟 

貯 蔵 火 薬 類 の 種 類 及 び 

そ の 最 大 貯 蔵 量 
実包 ３０，０００発 

設 置 、 移 転 、 変 更 の 別 

（移転又は変更の場合に 

はその理由） 

変更（入口の扉が老朽化し交換するため） 

備           考  

 別紙添付書類 火薬庫工事設計明細書 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

    ２ ×印の欄は、記載しないこと。 

        ３ 移転または変更の場合には、新旧を併記すること。 

    ４ ２級火薬庫にあつては、備考の欄にその使用期間を記載すること。 
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火薬庫工事設計明細書 

 

１ 位置および付近の状況（地図・図面添付） 

 

 

２ 保安物件との距離 

 規則第 23 条の

保安距離 
実測した距離 対象となる保安物件 

第１種 
 

 

  

第２種 
 

 

  

第３種 
 

 

  

第４種 
 

 

  

 

３ 構 造（図面添付） 

（1）基礎 

 

（2）壁体 

 

（3）屋根 

 

（4）床及び通気孔 

 

（5）内面及び床面 

 

（6）扉 

 

（7）窓 

 

（8）換気孔 
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４ 設 備（図面、資料添付） 

（1）土提、簡易土提、防爆壁 

 

（2）避雷装置 

 

（3）警鳴装置 

 

（4）照明 

 

（5）警戒さく 

 

（6）警戒札 

 

（7）貯水槽 

 

 

５ その他 

火薬類取扱保安責任者選任予定（正・代理者） 
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６ 販売の許可申請（法５条） 

火薬類の販売をする場合は、市長の許可が必要です。（製造業者がその製造した火薬

類をその製造所において販売する場合は、許可は必要ありません。） 

なお、販売業者が販売所を移転する場合には、販売所を廃止し、新たな移転場所にお

いて販売営業の許可を受けなければなりません。ただし、競技用紙雷管のみを扱う販売

業者が千葉市内で販売所の移転を行う場合には、許可申請書等記載事項変更報告書の届

出となります。※3 

（１）申請者等 

   ア 欠格事由（法６条）に該当しない者であること。 

   イ 法人又は団体にあっては、役員のうちに欠格事由に該当する者がいないこと。 

ウ 販売する火薬類を貯蔵できる火薬庫を所有又は占有していること。（競技用紙

雷管のみを販売し、かつ、その最大数量が6,000発以下の場合を除く。※４） 

エ 販売の業を適格に遂行するに足りる技術能力があること。 

（ア）事業計画が適正であり、災害を発生させることなく、安全に事業を行う能力

があること。 

（イ）火薬類の取扱に関し安全に作業しうる能力等を有している従業員を適切に配

置していること。 

オ 販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであるこ

と。これについては、次の事項を十分配慮してください。※５（通達50立局第

128号） 

（ア）申請者の住居が定まっていること。 

（イ）申請者（法人にあっては、その業務を行う役員も含む。）が最近２年以内に

火薬類取締法又は他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情

状が火薬類販売事業者として不適当な者でないこと。  

（ウ）同居の親族等申請者に密接な関係のある者が、火薬類を使用して他人の生命

若しくは財産又は公共の安全を害する虞があると認められないこと。（必要に

応じて千葉県公安委員会に意見照会することがあります。） 

（２）申請書類 

ア 火薬類販売営業許可申請書（省令様式第６） 

イ 事業計画書 

販売の目的、販売する火薬類の種類、火薬庫に関する事項、販売先、仕入先、

年間販売予定数量等が記載されていること。 

ウ 申請者の身分等を証明する書類 

（ア）法人の場合 

ａ 登記簿謄本 

ｂ 定款の写し 

ｃ 代表者印の印鑑証明書 

ｄ 代表者の身分証明書 
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ｅ 代表者の履歴書 

ｆ 誓約書（代表者及び役員が欠格事由に該当しない旨の代表者による誓約書） 

 

 

（イ）個人の場合 

ａ 住民票 

ｂ 印鑑登録証明書 

ｃ 身分証明書 

ｄ 履歴書 

ｅ 誓約書 

エ 販売する火薬類の説明書 

    火薬又は爆薬にあっては、その成分及び配合比、火工品にあっては、その構造

及び組成が記載されていること。 

オ 販売所の案内図 

カ 販売所付近の状況図 

キ 販売所の平面図 

ク 千葉市外に火薬庫を所有又は占有している場合は、その許可証の写し（完成検

査証及び保安検査証を含む。） 
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様式第６（第１０条関係） 

× 整 理 番 号        

× 審 査 結 果  

× 受 理 日 年 月 日 

× 許 可 番 号  

 

火薬類販売営業許可申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

  千 葉 市 長 殿 

               千葉市●●区●●町●●    

株式会社●●●●       

（代表者）代表取締役 ●● ●●    

名         称 株式会社●●●● 

販 売 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

( 代 表 者 )  住 所 氏 名 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●● 

販 売 す る 火 薬 類 の 種 類 実包 １０，０００発 

欠 

格 

事 

由 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

１  法第44条の規定により許可を取り消され、取消し

の日から３年を経過していない者 
なし 

２  禁錮以上の刑に処せられ､その執行を終わり､又 

は執行を受けることのなくなった後３年を経過し

ていない者 

なし 

３  心身の故障により火薬類の製造の業を適正に行

うことができない者として経済産業省令で定める

もの 

なし 

４  法人又は団体であつて、その業務を行う役員のう

ちに前三号のいずれかに該当する者が あるもの 
なし 

 別紙添付書類 １ 事業計画書 

        ２  会社にあっては、定款の写し 

  備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２  ×印の欄は、記載しないこと。 
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※１ 平成７年10月6日 

「模型ロケット並びに模型ロケットに用いられる噴射推進器及び点火具を定める告示」通商産業省告示第５７８号 

 

※２ 平成２４年２月３日 

「火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示」経済産業省告示第１４号 

 

※３ 平成元年７月１日 

「火薬類の販売営業の許可等について」元立局第２３０号 

 

※４ 平成１０年３月３１日 

「火薬類取締法第五条及び第十三条ただし書の解釈について」１０立局第１号 

 

※５ 昭和５０年２月２８日 

「火薬類に関する対策の強化について」50立局第１２８号 
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第４ 承認・指示に係る各種手続き 

 

１ 保安教育計画の認可申請（法２９条） 

製造業者、販売業者又は市長が指定した消費者は、保安教育計画を定め、市長の

認可が必要です。 

申請書類 

（１）保安教育計画（変更）認可申請書（市規則様式第２７号） 

（２）保安教育計画書 
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様式第２７号 

 

保安教育計画（変更）認可申請書≪記載例≫ 
 

●●年●月●日 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                            
                       

 

 

  従業員に対する火薬類取扱保安のための保安教育計画を（策定・変更）したので、火

薬類取締法第２９条第１項の規定により申請します。 

名  称 株式会社●●●● 

（製造所・販売所） 

の所在地 
千葉市●●区●●町●● 

策定・変更の別 変更 

備   考 
変更箇所 

新：●●●● 旧：●●●● 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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販売所保安教育計画書≪記載例≫ 

 
第１章 総則 
本保安教育計画は、火薬類取締法施行規則第６７条の５の規定により当社（当販売所）

における保安教育の内容、方法及び時期について定めるものとする。 
 
第２章 保安教育の内容 
１ 保安意識の高揚に関すること。 
２ 盗難予防その他火薬類の管理に関すること。 
３ 火薬類一般の性質に関すること。 
４ 火薬類の貯蔵上の取り扱いの技術上の基準に関すること。 
５ 火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。 
６ 危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。 

    （地震発生時の措置及び対応に関することを含む。） 
７ 販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。 
８ 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。 
９ 上記４、５、６及び８以外の火薬類取締法令中の必要な部分に関すること。 

１０ 上記３から９までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに付随
する取り扱いに関する保安管理技術に関すること。 

 
第３章 保安教育の方法 
１ 従業者に対する保安教育は、事業主、取扱保安責任者その他火薬類の販売や貯蔵若
しくはこれに附随する取り扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に
より実施する。 

２ 取扱保安責任者等に対する保安教育は、火薬類取締法に関する法令及び火薬類の取

り扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者が行う。また、
必要に応じて、県及び火薬類保安協会等の主催する講習会等を受講させる。 

 
第４章 保安教育の時期 
保安教育は従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるよう実施す
る。 
１ 幹部従業員については、年２回以上実施する。特に繁忙期の直前に１回実施する。 
２ 一般従業員については、毎月１回以上重点項目について実施し、３か月に１回総合
教育を反復して行う。（計画を変更したときは、その都度行う。） 

３ 取扱保安責任者等については、保安に関する知識の水準を維持向上することができ
るように、教育効果を十分上げられるような適当な時間を確保して行うとともに、適
当な期間をおいて反復して行う。 

４ 新規従業員については、火薬類の取り扱いに従事する前に保安教育を実施する。 

５ 関係官庁等の保安に対する指示、注意事項については、その都度関係者全員に周知
徹底させる。 

 
第５章 保安教育の記録 
従業員に保安教育を実施した場合には、実施年月日、時間数、場所、内容（教育項

目）、教育実施者及び受講者を記録し、実施結果及び所感、その他特記事項を添えて保存
する。 

２ 火薬庫外火薬類貯蔵所の指示申請（法１１条） 
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火薬類は原則として火薬庫で貯蔵しなければなりませんが、一定数量以下の火薬類

を火薬庫以外に貯蔵する場合は、市長の指示が必要です。 

（１）火薬庫外火薬類貯蔵所の区分（省令１５条） 

表(1)：販売業者（イ、ロ、ハ） 

表(2)～(4)：実包･空包等の貯蔵委託を受けた者 

表(5)：土木事業その他事業のため消費する者 

表(6)：がん具煙火を販売する者 

表(7)：法令に基づく業務による消費者（例：警察官が拳銃弾を保管する場合等） 

表(8)：市長が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者⇒手続き不要 

 

※ 表(6)がん具煙火を販売する者が貯蔵できる火薬類の種類・数量は下記のとおり

です。 

区分・火薬類の種類 
省令１条の５第１号へ（２）に掲げる 
がん具煙火（クラッカーボール） 

左記以外の 
がん具煙火 

表（６）（イ） ２５ｋｇ以下 ５００ｋｇ以下 

表（６）（ロ） １５ｋｇ以下 ２５０ｋｇ以下 

 

（２）申請書類 

ア 火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書（市規則様式第４号） 

イ 貯蔵する火薬類の詳細がわかる資料（貯蔵火薬量計算表・カタログ等） 

ウ 管理責任者を明記した書類 

エ 貯蔵場所の位置図 広域（案内図等）詳細（フロア図等） 

※用途地域確認を含む。 

オ 保管庫の詳細（構造図・カタログ等） 

カ 土地所有者等の承諾書（申請者が所有する土地以外の場所に貯蔵する場 

合）（承諾書の記載例は３－１２頁を参照） 

キ 火薬庫外貯蔵所設置審査表（担当まで御連絡ください。） 

（３）手続きの手順 

手順 新設 移設 

１ 申請書提出 申請書提出 

２ 書類審査 書類審査 

３ 審査合格＋事業所へ連絡 審査合格 

４ 着工＋工事完了 指示書交付 

５ 確認検査 着工＋工事完了 

６ 指示書交付 完成届 ※写真等を添付 

７ ― 移設前施設の廃止届 
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（４）注意事項 

ア 火薬庫外火薬類貯蔵所を同一建物内に複数設置することは可能ですが、単

一の個人又は法人が貯蔵できる総火薬量は省令１５条１項の表に示されてい

る数量が上限となります。 

イ 火薬庫外火薬類貯蔵所を使用しなくなった場合は、廃止届に在庫がないこ

とを証明する書類（帳簿等）を添付して提出してください。（第５・６ 火

薬庫外火薬類貯蔵所の廃止届（５－１１頁）を参照） 

ウ 航空機に装備される信号焰管・信号火せんを貯蔵する場合は「航空機用火

工品」又は「信号焰管・信号火せん」のいずれか一方に区分します。 
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様式第４号 

火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

申請者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                             
                            

 

 火薬類取締法施行規則第１５条第１項の表（６）（ロ）の規定により、貯蔵所の指示を受

けたいので申請します。 
 

名  称 ショップ●●千葉店 

事務所の所在地 

千葉市●●区●●町●● 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

職  業 小売業 

貯蔵所の所在地 ３階店舗倉庫 

貯蔵火薬類の種類 

及びその最大貯蔵量 
がん具煙火 ２５０ｋｇ 

目  的 販売のため 

構  造 金属製ロッカー 

期  間 販売を中止するまで 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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                             ≪記載例≫ 

貯蔵火薬量計算表 

火薬類の種類 がん具煙火 

製品名等 ○○７７６花火 

１個当たりの火薬量 約１ｇ～４５０ｇ 

最大貯蔵量 ２５０ｋｇ 

 

 

≪記載例≫ 

火薬庫外火薬類貯蔵所の管理責任者について 

 

 火薬庫外火薬類貯蔵所の管理責任者については、以下のとおりとする。 

 

火薬類貯蔵管理者 千葉店 店長 ●● ●● 

火薬類保管庫の鍵の管理責任者 千葉店 店長 ●● ●● 

火薬類出し入れの管理責任者 千葉店 店長 ●● ●● 
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火薬庫外火薬類貯蔵所完成届≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                             
                            

 

 平成●●年●月●日付け千葉市指令消指導第●●号により指示を受けた火薬庫外火薬

類貯蔵所が完成したので届け出ます。 

事務所の所在地 

千葉市●●区●●町●● ショップ●●千葉店 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

貯蔵所の所在地 ３階店舗内倉庫 

完成年月日 ●●年●月●日 

貯蔵開始年月日 ●●年●月●日 

備   考  

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

    ２ ※印欄は、記入しないでください。 
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第５ 届出・報告に係る各種手続き 

 

１ 許可申請書等記載事項変更報告書（省令８１条の１４表２、表５、表９） 

許可申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なく市長に報告しなければな

りません。 

（１）該当する報告事案 

ア 製造業者 

    火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項（製造する火薬

類の種類及び説明、製造施設の構造、位置（製造所外の保安物件及び製造所内の

他の施設との関係位置を含む。）、及び設備並びに製造方法を除く。）又は定款

の写しについて変更があったとき。 

  イ 販売業者 

    火薬類販売営業許可申請書の記載事項（販売する火薬類の種類を除く。）、事

業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があったとき。 

  ウ 火薬庫の所有者又は占有者 

    火薬庫設置等許可申請書の記載事項（貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を

除く。）又は火薬庫工事設計明細書の記載事項（火薬庫の位置、構造及び設備を

除く。）について変更があったとき。 

（２）提出書類 

ア 許可申請書等記載事項変更報告書（市規則様式第４４号） 

イ 許可証の写し 

ウ 変更の内容が分かる書類等 

（ア）登記簿謄本（履歴事項全部証明書等） 

（イ）代表者の身分証明書・履歴書 

（ウ）印鑑登録証明書 

（エ）移転先の位置図・付近図・平面図 

（オ）保管庫の位置図・構造図（カタログ等） 
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様式第４４号 

許可申請書等記載事項変更報告書≪記載例≫ 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●市●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                             
                            

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス 

××××＠×××× 

 許可申請書等の記載事項を変更したので、火薬類取締法施行規則第８１条の１４の規定

により報告します。 
 

許可の種別 販売営業許可 

製造所     
販売所の所在地 
火薬庫     

千葉市●●市●●町●● 

許可年月日 ●●年●月●日 

許可番号 千葉市指令消指導第●●号 

変更年月日 ●●年●月●日 

変更理由 販売先を追加したため 

変更内容 
変更前 販売先 株式会社●●●● 

変更後 販売先 株式会社●●●●、株式会社●●●● 

備考  

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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２ 貯蔵火薬類等変更届（省令８１条の１４表７） 

火薬庫設置等許可申請書の記載事項（火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を

除く。）に変更があったとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況

若しくは保安物件との距離について変更があったときは、事前に又はその事実を知っ

た場合においては遅滞なく市長に届け出なければなりません。 

届出書類 

（１）貯蔵火薬類等変更届（市規則様式第４６号） 

（２）火薬庫設置等許可証の写し 

（３）変更の内容が分かる書類等 

ア 最大貯蔵量の計算書（最大貯蔵量の変更の場合） 

イ 火薬庫の案内図、付近図、保安物件との距離を記載した書類 

 （４）火薬庫設置許可審査表（担当まで御連絡ください。） 
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様式第４６号 

 
貯蔵火薬類等変更届≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）●●煙火店    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                             
                            

 

 貯蔵火薬類等を変更したので、火薬類取締法施行規則第８１条の１４の規定により届け

出ます。 
 

名  称 ●●煙火店 

事務所の所在地 
千葉市●●区●●町●● 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

職  業 煙火販売業 

火薬庫の所在地 千葉市●●区●●町●● 

変更内容 

（変更前）電気雷管 ５，０００個 

（変更後）電気雷管１０，０００個 

     建設用びょう打ち銃用空包５，０００個 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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３ 火薬庫軽微変更届（法１２条） 

火薬庫の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく市長に届け出なけれ

ばなりません。 

（１）該当する軽微な変更の工事（省令１４条） 

ア 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事であっ

て、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するため

の措置を講じたもの 

（ア）暖房設備 

（イ）照明設備 

（ウ）内面の建築材料 

イ 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの変更の工事であっ

て、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための

措置を講じたもの 

（ア）照明設備 

（イ）警鳴装置 

ウ 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は

簡易土堤の頂部の取替えの工事 

エ 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事 

（２）届出書類 

ア 火薬類製造施設・火薬庫軽微変更届（省令様式第５） 

イ 火薬庫設置等許可証の写し 

ウ 変更の内容が分かる書類等 

エ 火薬庫設置許可審査表（担当まで御連絡ください。） 
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様式第５（第８条、第１４条関係） 

× 整理番号  

× 受 理 日     年  月  日 

 

 

              火薬類製造施設 

                    軽微変更届≪記載例≫ 

              火  薬  庫 

 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿 

                   

千葉市●●区●●町●● 

株式会社●●●● 

                    （代表者）代表取締役 ●● ●●    

名        称 株式会社●●●● 

事務所所在地（電話） 千葉市●●区●●町●● ０４３－●●●－●●●● 

 
 
製造所 

    所在地(電話) 
火薬庫 

千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

変  更  の  内  容 
警鳴装置の取替 

（警鳴装置の詳細については別添資料のとおり） 

 

 別紙添付書類 当該変更の概要を記載した書面 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ×印の欄は、記載しないこと。 
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４ 火薬庫承継届（法１２条の２） 

火薬庫の譲渡又は引渡があったときは、遅滞なく市長に届け出なければなりません。  

なお、届出の義務者は、火薬庫を承継した者となります。 

（１）届出書類 

ア 火薬庫承継届（省令様式第８） 

イ 保安責任者等選任・解任届（市規則様式第３３号）（８ 保安責任者等選

任・解任届（５－１５頁）参照） 

ウ 定期自主検査計画届 （１０ 定期自主検査計画届（５－２１頁）を参照） 

エ 火薬庫譲渡契約書の写し 

オ 火薬庫引渡書の写し 

カ 相続同意書 

キ 火薬庫譲渡証明書又は火薬庫相続証明書 

ク 火薬庫設置等許可証 

ケ 完成検査証の写し 

（２）注意事項 

   火薬庫の譲渡又は引渡に伴い、火薬庫を承継した者、当該火薬庫の設置許可

証、完成検査証及び保安検査証も譲り受けることが必要です。また、保安責任

者（代理者）が変更になる場合は、その旨を上記（１）イにてすべて届け出て

ください。 
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様式第８（第１４条の２関係） 

× 整理番号    

× 受 理 日     年  月  日 

 

火 薬 庫 承 継 届≪記載例≫ 

 

●●年●月●日  

 

 千 葉 市 長 殿    

 

千葉市●●区●●町●● 

株式会社●●●● 

                    （代表者）代表取締役 ●● ●●    

名           称 株式会社●●●● 

事 務 所 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

職           業 煙火販売業 

(代表者 )住所氏名 (年齢 ) 
千葉市●●区●●町●●※代表者個人の居住場所を記載 

代表取締役 ●● ●●（●●歳） 

火 薬 庫 所 在 地 ( 電 話 ) 
千葉市●●区●●町●● 

０４３－●●●－●●●● 

火 薬 庫 の 種 類 及 び 棟 数 地上式１級火薬庫 ２棟 

貯 蔵 火 薬 類 の 種 類 及 び 

そ の 最 大 貯 蔵 量 

工業雷管４，０００個 導火管付雷管１，０００個 

実包５０，０００個 油井用火工品５００個 

前所有者又は前占有者の 

住 所 氏 名 

千葉市●●区●●町●● 

●● ●● 

承   継   の   理   由 会社合併のため 

承   継   の   期   日 ●●年●月●日 

備           考  

 備考 １ この用紙の大きさは､日本産業規格Ａ４とすること｡ 

     ２ ×印の欄は､記載しないこと｡ 

       ３ ２級火薬庫にあつては､備考の欄にその使用期間を記載すること｡  
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５ 火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書の記載事項変更報告書（市規則６条３項） 

火薬庫外火薬類貯蔵所指示書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく市長に

報告しなければなりません。 

（１）該当する報告事案 

ア 代表者の変更 

イ 貯蔵火薬類の種類及び最大数量の変更 

ウ 貯蔵庫の構造の変更 

（２）提出書類 

ア 火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書の記載事項変更報告書（市規則様式第７号） 

イ 火薬庫外火薬類貯蔵所指示書の写し 

ウ 変更の内容が分かる書類等 

（ア）登記簿謄本 

（イ）配置図構造図 

（ウ）カタログ 

（エ）貯蔵火薬量計算表 

（オ）写真等 

エ 火薬庫外貯蔵所設置審査表（担当まで御連絡ください。） 
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様式第７号 

 

火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書の記載事項変更報告書≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                            

                            

 

 火薬庫外火薬類貯蔵所指示申請書の記載事項に変更がありましたので報告します。 

貯蔵所の所有又は 

占有者の名称 
株式会社●●●● 

事務所の所在地 

千葉市●●区●●町●● 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

貯蔵所の所在地 千葉市●●区●●町●● 

貯蔵火薬類の種類 

及びその最大貯蔵量 
信号焔管５０ｋｇ 

指示年月日 ●●年●月●日 

指示番号 ●●第●●号 

変更年月日 ●●年●月●日 

変更内容 

（変更理由） 

代表取締役の変更 

（新）●● ●● 

（旧）●● ●● 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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６ 火薬庫外火薬類貯蔵所の廃止届（市規則６条４項） 

火薬庫外火薬類貯蔵所を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければなりま

せん。 

（１）届出書類 

ア 火薬庫外火薬類貯蔵所廃止届（市規則様式第８号） 

イ 火薬庫外火薬類貯蔵所指示書 

ウ 貯蔵所内の火薬類を処分したことが分かる書類 

（ア）完了した譲渡許可証の表・裏の写し又は販売台帳最終頁の写し 

（イ）出納台帳最終頁の写し 

（２）注意事項 

廃止届を提出するにあたり、火薬類を事前に処分し、貯蔵所内を空の状態にし

てください。 
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様式第８号 

 
火薬庫外火薬類貯蔵所廃止届≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

 

（あて先）千葉市長 

 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 ●●年●月●日付け千葉市指令消指導第●●号により指示を受けた火薬庫外火薬類貯蔵

所を廃止したので届け出ます。 
 

名  称 株式会社●●●● 

事務所の所在地 

千葉市●●区●●町●● 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 

連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

貯蔵所の所在地 ３階店舗倉庫 

廃止年月日 ●●年●月●日 

廃止の理由 

（廃止後の処置） 

火薬類の販売を行わないため。 

（廃止後の処置） 

廃止した貯蔵所は、在庫がないことを確認し撤去しまし

た。 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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７ 営業（火薬庫の用途）廃止届（法１６条） 

火薬類の製造、販売及び火薬庫を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければ

なりません。 

（１）届出書類 

ア 営業（火薬庫の用途）廃止届（市規則様式第１７号） 

イ 火薬類製造営業許可証、火薬類販売営業許可証又は火薬庫設置等許可証（火薬

庫所有又は占有義務免除許可証及び火薬庫共同使用許可証を含む。） 

ウ 完成検査証 

エ 最新の保安検査証 

オ 火薬類保安教育計画認可証 

カ 火薬類販売報告書（市規則様式第４５号）又は火薬類出納報告書（市規則様式

第４７号） 

キ 火薬庫内の火薬類を処分したことが分かる書類 

（ア）完了した譲渡許可証の表・裏の写し又は販売台帳最終頁の写し 

（イ）出納台帳最終頁の写し 

（２）注意事項 

廃止届を提出するにあたり、火薬類を事前に処分し、火薬庫内を空の状態にして

ください。 
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様式第１７号 

 

営業（火薬庫の用途）廃止届≪記載例≫ 
 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 
 

（火薬類製造営業・火薬類販売営業・火薬庫の用途）の（全部・一部）を廃止したの

で、火薬類取締法第１６条の規定により届け出ます。 

名  称 株式会社●●●● 

事務所の所在地 
千葉市●●区●●町●● 
連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 
連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

廃止施設等の所在地 千葉市●●区●●町●● 

廃止施設等の種類 

及び棟数 
実包火薬庫 １棟 

許可年月日 ●●年●月●日 

許可番号 ●●第●●号 

廃止年月日 ●●年●月●日 

廃止の理由 

（廃止後の処置） 

今後、残りの火薬庫（２棟）で貯蔵可能なため。なお

、他の火薬庫に貯蔵する火薬庫の種類・数量に変更は

ありません。 

（廃止後の措置） 

廃止した火薬庫は、在庫がないことを確認し撤去しま

した。 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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８ 保安責任者等選任・解任届（法３０条、法３３条） 

製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は一定数量以上の火薬類を消費する者

（消費者）は、火薬類の製造又は取り扱いに応じた保安責任者等を選任したときは、

市長に届け出なければなりません。 

保安責任者等の選任基準は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごと

に、消費者については消費場所ごとに下記のとおりです。（省令６９条、省令７０

条）（製造保安責任者は除く。） 

 

 

区    分 
貯蔵合計量又は 

消費合計量 
正 代 副 

貯 
 

蔵 

火薬庫（煙火火薬

庫、がん具煙火貯蔵

庫及び導火線庫を

除く。）の所有者又

は占有者 

１年間に２０ｔ以上 

の爆薬（爆薬換算） 

甲種 

１人 

甲種 

１人 

火薬庫の棟数

が１０を超え

るごとに乙種

又は甲種１人

（１０以下は

選任不要） 

１年間に２０ｔ未満 

の爆薬（爆薬換算） 
乙種又は

甲種１人 

乙種又は

甲種１人 

煙火火薬庫、がん具

煙火貯蔵庫又は導

火線庫の所有者又

は占有者 

 

乙種又は

甲種１人 

乙種又は

甲種１人 

消 
 

費 

消費者 

１か月に１ｔ以上 

の火薬又は爆薬 

甲種 

１人 

甲種 

１人 

火工所１箇所

につき 

乙種又は 

甲種１人 
１か月に５０ｋｇ以

上 

１ｔ未満 

の火薬又は爆薬 

乙種又は

甲種１人 

乙種又は

甲種１人 

１か月に２５ｋｇ以

上 

５０ｋｇ未満 

の火薬又は爆薬 

乙種又は

甲種１人 

乙種又は

甲種１人 

 

１か月に２５ｋｇ未

満 

の火薬又は爆薬 
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（１）申請書類 

ア 保安責任者等選任・解任届（市規則様式第３３号） 

イ 保安手帳 

ウ 履歴書（選任の場合のみ。） 

エ 保安責任者免状の写し（選任の場合のみ。） 

（２）注意事項 

受付時に保安手帳の「火薬類取扱保安責任者選解任・免状返納命令等の記録」

のページに確認印を押印しますので持参してください。  
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様式第３３号 

     選 任 

     保安責任者等   届≪記載例≫ 

     解 任 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）●●煙火店  

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 火薬類（製造・取扱）保安責任者等を（選任・解任）したので、火薬類取締法（第３０条

第３項・第３３条第２項）の規定により届け出ます。 

名  称 ●●煙火店 

事務所の所在地 
千葉市●●区●●町●● 
連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 
連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

職  業 煙火販売業 

従事する場所 千葉市●●区●●町●● 

区分 
保安責任者 

免状の 
種 類 住所 氏名 

正保安責任者 甲種 千葉市●●区●●町●● ●● ●● 

代理者    

副保安責任者    

副保安責任者    

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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（例）保安手帳への記載内容 

 

火薬類取扱保安責任者選解任・免状返納命令等の記録 

選任年月日 

又は期間 
選任区分 

都道府県 

確認印 
事業所名 

解任 

年月日 

都道府県 

確認印 

H29.4.15 
正 副 (代) 千葉市 

消防局 
●●煙火店 H30.5.5 

千葉市 

消防局 消 (貯) 

H30.5.5 
(正) 副 代 千葉市 

消防局 
●●煙火店   

消 (貯) 

 
正 副 代 

    
消 貯 

 
正 副 代 

    
消 貯 

 
正 副 代 

    
消 貯 
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９ 特定施設（火薬庫）使用休止届（省令44条の２） 

各施設を休止するときは、市長に届け出なければなりません。 

なお、休止届出を行っている期間は、保安検査が免除されます。 

ただし、休止施設を再開する場合は保安検査が必要となります。（省令44条の２

第３項） 

（１）届出書類 

ア 特定施設（火薬庫）使用休止届（市規則様式第４２号） 

イ 火薬類製造営業許可証又は火薬庫設置等許可証の写し 

ウ 直近の保安検査証の写し 

エ 火薬庫内の火薬類を処分したことが分かる書類等 

（ア）完了した譲渡許可証の表・裏の写し又は販売台帳最終頁の写し 

（イ）出納台帳最終頁の写し 

（２）注意事項 

   休止届を提出するにあたり、火薬類を事前に処分し、火薬庫内を空の状態にし

てください。 
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様式第４２号 

 

特定施設（火薬庫）使用休止届≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）●●銃砲店    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 （特定施設・火薬庫）の使用を休止したので、火薬類取締法施行規則第４４条の２第２項

ただし書の規定により届け出ます。 
 

名   称 ●●銃砲店 地上式１級火薬庫 

事務所の所在地 
千葉市●●区●●町●● 

連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 
連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

製造・貯蔵する 
火薬類の種類 

実包 ２００，０００個 

許可年月日 昭和●●年●月●日 

許可番号 ●●第●●号 

休止期間 
 ●●年●月●日から 
 ●●年●月●日まで 

休止の理由 事業を一時中止するため 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

  ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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１０ 定期自主検査計画（変更）届・定期自主検査報告書（法３５条の２、省令第６７

条の９） 

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、定期自主検査の計画を定め、市

長に届け出るとともに、当該検査が終了したときは、遅滞なく市長に報告しなけれ

ばなりません。 

なお、定期自主検査は、毎年２回以上定期に行うとともに、繁忙期のある製造施

設については、繁忙期の直前に１回行わなければなりません。ただし、常時監視又

はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が省令第６７条の９第２号の

技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動

することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上

とします。 

 

 提出書類 

（１）定期自主検査計画（変更）届（市規則様式第３４号）  

（２）定期自主検査報告書（市規則様式第３５号） ※検査実施後 
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様式第３４号 

 

定期自主検査計画（変更）届≪記載例≫ 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）●●●●煙火店    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 定期自主検査の計画を（策定・変更）したので、火薬類取締法第３５条の２第２項の規定

により届け出ます。 

名  称 ●●●●煙火店 

事務所の所在地 
千葉市●●区●●町●● 
連絡先電話番号０４３‐●●●‐●●●● 
連絡先電子メールアドレス ××××＠×××× 

職  業 煙火製造・販売 

製造所 
火薬庫 

の所在地 千葉市●●区●●町●● 

製造所 
火薬庫 

の種類及び棟数 製造施設及び煙火火薬庫５棟 

検査予定年月日 
１回目 ●月●日 

２回目 ●月●日 

検査指揮監督 

保安責任者氏名 
●● ●● 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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様式第３５号 

定期自主検査報告書≪記載例≫ 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）●●●●煙火店    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 定期自主検査が終了したので、火薬類取締法第３５条の２第３項の規定により報告します。 

製造所 

火薬庫 
の所在地 千葉市●●区●●町●● 

製造所 
火薬庫 

の種類及び棟数 製造施設及び煙火火薬庫５棟 

検 

査 

結 
果 

検査年月日 ●●年●月●日 

検査監督者氏名 ●● ●●㊞ 

構
造
位
置
設
備 

 使用銅線 銅線電気抵抗 地板接地抵抗 

避雷装置 鬼撚り硬銅線 ５．０オーム ５．０オーム 

排水 異常なし 内面壁 異常なし 

扉 異常なし 警戒札 異常なし 

窓 異常なし 通気孔 異常なし 

貯水槽 異常なし 換気孔 異常なし 

土堤 異常なし 保安距離 異常なし 

指示事項 なし 

当日在庫高 ●●ｋｇ 

備考 

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

    ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。
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１１ 火薬類の販売・出納・消費報告書（省令８１条の１４表４、表８、表１２） 

販売業者（競技用紙雷管に係るものは除く。）、火薬庫の所有者又は占有者及び１

か月に２５ｋｇ以上の火薬又は爆薬を消費する者は、帳簿の記載事項を年度終了後３

０日以内に市長に報告しなければなりません。 

（１）届出書類 

火薬類の販売・出納・消費報告書（市規則様式第４５号、４７号、４９号） 

（２）帳簿の種類 

 

区分 記載事項 保存期間 

販売業者（競技用紙雷

管に係るものは除く。) 

（省令１１条） 

・取引した火薬類の種類及び数量 

・取引の年月日 

・譲受人又は譲渡人の住所、氏名 

・火薬庫の種類 

２年間 

火薬庫の所有者又は占

有者 

（省令３３条） 

・出納した火薬類の種類及び数量 

・出納の年月日 

・相手方の住所及び氏名 

２年間 

１か月に２５ｋｇ以上

の火薬又は爆薬を消費

する者 

（省令５６条の５） 

・消費した火薬類の種類及び数量 

・消費の年月日 

・消費場所 

１年間 
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様式第４５号 

火薬類販売報告書（●●年度分）≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 火薬類取締法施行規則第８１条の１４の規定により報告します。 

火薬類の種類 単位 
前年度 
繰越数量 

年度 
購入数量 

年度 
販売数量 

年度末 
残数量 

備考 

散弾実包 個 5,500 6,000 8,000 3,500  

信号紅炎 本 3,800 5,000 0 8,800  

救命索発射器 本 15 100 50 65  

２．５号玉 個 7,300 10,000 5,200 12,100  

５号玉 個 4,000 8,000 11,000 1,000  

       

       

       

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。 
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様式第４７号 

火薬庫出納報告書（●●年度分）≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 火薬類取締法施行規則第８１条の１４の規定により報告します。 

火薬庫 

の番号 

火薬類 

の種類 

種類 

単位 
前年度 

繰越数量 

年度 

購入数

量 

年度 

出庫数量 

年度末 

在庫数量 
備考 

１号 

（１

級） 

雷管 個 4,500 13,000 14,000 3,500  

２号 

（１

級） 

空包 個 0 0 0 0  

３号 

（３

級） 

電気 

導火線 
本 1,000 0 500 500  

〃 点火具 本 20,000 5,000 18,000 7,000  

〃 電気火管 本 0 4,000 4,000 0  

４号 

（煙

火） 

落下傘 本 200 3,000 1,000 2,200  

〃 
船舶用 

火せん 
本 700 2,000 1,000 1,700  

        

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。  
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様式第４９号 

火薬類消費報告書（●●年度分）≪記載例≫ 

 

●●年●月●日 

（あて先）千葉市長 

届出者 

住 所（所在地）千葉市●●区●●町●● 

氏 名（名 称）株式会社●●●●    

（代表者氏名）代表取締役 ●● ●● 
                              
                            

 

 火薬類取締法施行規則第８１条の１４の規定により報告します。 

火薬類の種類 単位 
前年度 

繰越数

量 

年度 

購入数量 

年度 

消費数量 

年度末 

残数量 
備考 

電気雷管 本 150 1,000 600 550  

４号玉 個 4,320 5,000 5,600 3,720  

１０号玉 個 90 100 120 70  

       

       

       

       

       

※受付欄 ※備考欄 

  

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。 

３ ※印欄は、記入しないでください。 
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第６ 補足 

１ 実包及び空包等の取扱いについて 

（１）譲渡、譲受、輸入、消費 

銃砲刀剣類所持等取締法に規定するけん銃等又は猟銃に使用される実包及び空包 

については、製造業者若しくは販売業者が業務のため行う場合を除き、都道府県

公安委員会の許可が必要となります。（法５０条の２） 

ただし、廃棄する目的で譲渡・譲受を行う場合は、他の火薬類同様、市長の許

可が必要となります。    

 （２）火薬類の申請窓口 

申請区分 申請者 
火薬類 

実包等※２ 政令で定める火薬類※３ その他※４ 

譲渡・譲

受 

販売業者等※１ 市長 市長 

市長 

一般人 公安委員会 公安委員会 

譲渡・譲

受 

（廃棄目

的） 

販売業者等※１ 市長※５ 市長 

一般人 公安委員会※５ 公安委員会 

輸入 
販売業者等※１ 市長 市長 

一般人 公安委員会 公安委員会 

消費 
販売業者等※１ 市長 市長 

一般人 公安委員会 公安委員会 

廃棄  市長 市長 

※１ 販売業者、製造業者及び銃砲刀剣類所持者等取締法の規定による銃砲の所持の許可を受けた者 

※２ 法２条１項３号イ、ロに規定する銃用雷管及び実包・空包 

※３ 令１２条に定める無煙火薬及び黒色猟銃用火薬であり、けん銃、猟銃又は古式銃砲に使用す 

ることを目的とするもの。 

  ※４ 実包等※２及び政令で定める火薬類※３を除く火薬類 

  ※５ 販売業者又は製造業者に依頼し、契約書等により所有権の移転を伴わないことが明らかな場合

は、上記実包等※２に係る譲渡・譲受の許可は不要となります。（「不用実包等の取扱に係る火薬

類取締法の規定の解釈等について」（経済産業省通達１９保安第２８号）） 

（３）一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会（日火連） 

    不用実包等（法 2 条 1 項 3 号イの銃用雷管、同号ロの実包及び空包）を廃棄す

る場合、日火連に依頼すれば有償で廃棄することができます。 

    この場合、契約書等で所有権の移転を伴わないことが明らかであれば、火薬類

取締法に基づく譲渡・譲受の許可は不要となります。（上記※５に該当） 
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2 火薬類取締法の適用を受けない火工品について（平成２４年２月３日経済産業書告示第１４号） 

 

※火薬類取締法の適用を受けない火工品一覧となります。なお、各品目については細部要件があ

りますので疑問が生じた際は、通知の確認をお願いします。 

品目一覧 

１  自動車に用いる火工品 

２  自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いる L 字型ガス発生器 

３  自動車用エアバックガス圧力容器封板開放装置に用いるガス発生器 

４  自動注液式酸化銀亜鉛電池用ガス発生器 

５  宇宙産業用又は航空機工業用のワイヤカッタ 

６  液化炭酸ガス容器封板せん孔器 

７  分離ナット型締結解除装置 

８  電気コネクタ接続器 

９  ロープカッタ 

１０ 消火剤容器弁開放装置付き消火装置 

１１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号）第２３条の２の５第１項の規定により承認された膀胱結石破砕用医療用点火具又はピンハン

マー型尿路結石破砕装置に用いられる結石破砕器 

１２ ケーブルカッタ 

１３ 電流緊急遮断装置用遮断筒 

１４ 酸素吸入器の酸素発生剤の着火の用に供する点火装置 

１５ 救命無線機用自動膨張装置に用いるガス発生器 

１６ 熱電池 

１７ ロケットの操舵用又は電子機器冷却用の蓄圧器開栓用せん孔器 

１８ 動力装置に用いる燃料流路遮断装置 

１９ 動力装置に用いる燃料流路開放装置 

２０ 圧力容器封板せん孔器 

２１ パラシュート拘束ロープ切断装置 

２２ パラシュート分離装置 

２３ 電路切替装置 

２４ 着衣型エアバックガス圧力容器封板開放装置に用いるガス発生器 

２５ 防犯用視界遮断ガス発生装置 

２６ 航空機用エアバックガス発生器（圧力容器付きのものに限る。） 

２７ 発生させたガスを使用して消火を行うガス発生器（電気点火により発生させる構造のものに限

る。） 

２８ 発生させたガスを使用して消火を行うガス発生器（撃針点火により発生させる構造のものに限

る。） 
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２９ 防犯用インク噴射装置に用いるガス発生器 

３０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２３条の２の５第１項又

は第２３条の２の１７第１項の規定により承認された着用型自動除細動器に用いられる導電性の

薬液の射出装置 

３１ 雪崩対策用エアバックガス圧力容器封板せん孔器に用いるガス発生器 

３２ 自転車用ヘルメット型エアバック（圧力容器付きのものに限る。） 

３３ 自動二輪車用着衣型エアバック（圧力容器付きのものに限る。） 

３４ 針なし注射器用アクチュエーター 

３５ 電流緊急遮断装置（特別高圧電路に施設するものであって、過電流を遮断したことを表示するた

めの機能を有したものに限る。） 

３６ 電流緊急遮断器 

３７ 着衣型エアバックガス発生器（圧力容器付きのものに限る。） 

３８ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第２２項に規定する無人航空機に用いるパラシュー

ト開傘装置  

３９ 航空機用酸素ガス圧力容器封板せん孔器 

４０ 針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品（電気点火により、内蔵する火薬を燃焼させて

圧力を発生させることにより針なし注射器用アクチュエーター内のピストンを押し出す構造のも

のに限る。） 

４１ 針なし注射器用アクチュエーターに用いるガス発生器 

４２ 道路運送車両法施行令（昭和２６年政令第２５４号）第７条に規定する年少者用補助乗車装置に

用いるエアバッグガス発生器（圧力容器付きのものに限る。） 

４３ 着衣型エアバッグガス圧力容器封板せん孔器 

４４ 電路を短絡させるアクチュエーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火 薬 類 許 可 申 請 等 の 手 引 き 

平成２９年 ４月 １日 作成 
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令和 ４年 ４月 １日 改訂 
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千葉市消防局予防部指導課 

千葉市中央区長州１－２－１ 

電話：０４３（２０２）１６７２ 

ＦＡＸ：０４３（２０２）１６７９ 

メール：shidoho@city.chiba.lg.jp 


